
入院時に利用可能な在宅サービス 

 

１ 入院中のコミュニケーション等の支援 

 【重度訪問介護】 

 【重度障害者入院時支援員派遣事業】 

(1) サービス内容（共通） 

   入院時に，本人の障害特性を理解している支援者（ヘルパー）が，本人と医療スタッフと

の間でコミュニケーション支援や，介護方法の伝達等を行います。 

(2) 対象者要件 

  【重度訪問介護】 

   重度の障害者のうち，障害支援区分６でかつ入院前から重度訪問介護を利用している者 

  【重度障害者入院時支援員派遣事業】 

   重度の障害者のうち，障害支援区分 6 の重度訪問介護の利用対象者に相当する者，又は

これに準ずる者（知的・精神障害の場合は区分５を含む） 

  ※上記のほか，支給決定に当たって勘案される事項があります。 

 

２ 入院中（療養介護入所中含む）の外出の支援 

 【重度訪問介護（移動中介護）】 

 【同行援護】 

 【行動援護】 

 【移動支援】 

 (1) サービス内容（共通） 

   入院中に病院等から外出する場合に，支援者（ヘルパー）が移動等の支援を行います。 

 (2) 対象者要件 

  【重度訪問介護（移動中介護）】 

   重度の肢体不自由者又は重度の知的・精神障害により行動上著しい困難を有する障害者

であって常時介護を要する者のうち，重度訪問介護の対象者像に該当している者 

  【同行援護】 

   移動に著しい困難を有する視覚障害者 

  【行動援護】 

   行動する際に援護が必要な知的障害者又は精神障害者 

  【移動支援】 

   移動に支援が必要な身体障害者，知的障害者又は精神障害者並びに難病患者 

  ※上記のほか，支給決定に当たって勘案される事項があります。 

利用に関する御相談は，各区役所・支所の障害保健福祉課で承ります。 

（京北地域にお住まいの方は，京北出張所） 


